
びんご産業支援コーディネーター派遣
～備後圏域事業～

専門家に経営課題を
相談してみませんか？

○備後地域の企業OB・OG等を中心とした専門家が，御社に訪問し
幅広い分野の助言や相談を行います。

○専門分野以外でも，幅広い人的ネットワークによって
中小企業の様々な課題解決をめざします。

○お気軽に各市町の担当課へお問い合わせください！

相談無料
(年間２５時間分)

●商品開発のアドバイスが欲しい
●公的補助金を利用したい
●ブランド戦略を行いたい
●現場改善を図りたい
●創業するので助言が欲しい

依頼
事例

●違う角度から見た意見を貰えた
●新たな知識，情報が得られた
●知名度アップに貢献して頂いた
●今後の商品開発にも協力頂きたい
●５Sを実践でき，無駄が減った

活用後

の声

＊市役所＊

＊産業支援機関＊
＊大学＊

＊コーディネーター＊

④報告書①申請

②依頼

③派遣

連携

派遣事業の流れ

備後圏域に属する
中小企業者または
創業予定者なら

どなたでも申し込みＯＫ!!

＊依頼者＊

担当課 電話・ＦＡＸ

三原市 商工振興課 電話:0848-67-6072
FAX:0848-64-4103

尾道市 商工課 電話:0848-38-9182
FAX:0848-38-9293

福山市 産業振興課 電話:084-928-1039
FAX:084-928-1733

府中市 商工労働課 電話:0847-43-7190
FAX:0847-46-1535

世羅町 商工観光課 電話:0847-22-3216
FAX:0847-22-2768

神石高原町
政策企画課

電話:0847-89-3332
FAX:0847-85-3394

井原市 商工課 電話:0866-62-8850 
FAX:0866-62-8853 

笠岡市
商工観光課

電話:0865-69-2147
FAX:0865-69-2185

人材育成 人材育成に関する研修内容など

経営
経営計画，資金管理，労務管理，経
営課題抽出など

販路開拓 販路拡大の方法など

知的財産 特許や商標登録など

安全衛生 安全管理の方法など

計測・制御 計測・制御の方法など

品質管理 品質管理の方法など

生産工程管理
５S指導，工程におけるコストダウンの
方法など

生産技術
生産方法における課題解決，案を形
にする活動に関する課題解決など

商品開発 商品開発時の課題解決など

ブランド戦略 ブランド戦略の方法など

マーケテイング
商品開発段階前の商品企画（価格設
定や製品規格），流通方法や販売促
進方法など

相談分野

※上記の分野以外のアドバイスが欲しい場合も担当課にご相談下さい

！申し込みは各市町の担当課へ！
事務局：福山市産業振興課

詳しくは びんご産業支援コーディネーター で検索！

問い合わせ・申し込み先



（様式第１号） 

 

年 月 日 

福山市長 様 

（事業者の属する市町長 様） 

                     事業者の名前又は名称 

（団体の場合は代表者の職名及び名前） 

 

                    印 

産業支援コーディネーター派遣申請書 
 

びんご産業支援コーディネーター派遣事業要綱（又は福山市産業支援コーディネーター派遣事業要

綱）の規定に従い，本事業を活用したいので同要綱第５条の規定により、関係書類を添えて次のとお

り申請する。 

 

記 

１ 事業所名 

 

                                             

 

２ 所在地 

 

                                              

 

３ 担当者（連絡窓口） 

 

所属：        氏名：         電話番号：                 

                        Ｅmail：                  

４ 御社概要 

 

業種：                     従業者数：                

 

５ 希望訪問時期（ご希望に添えない場合があります）  ６ コーディネーターの指名有無 

                             □指名無 

                             □指名有（指名：        ）

              

７ 問題点や活用したいテーマの概要 

 

                                             

（ご記入頂いた情報は，当事業に関する活動の範囲で利用し，それ以外の目的では利用いたしません。） 

（申請者が派遣事業に伴うコーディネーターからの助言等に基づき何らかの活動等を実施した場合において，当該活動等の実施にお

ける意思決定の最終責任者は当該申請者とし，申請者に対し何らかの損害が発生したとしても，福山市を含む各市町及び当該助言

等を実施したコーディネーターはその責任を負いません。） 


